
平成25年8月8日

１．　　研修日時

第１回基本研修（募集期間２０１３年 ８月１３日～　９月３０日）

平成２５年　１０月　２６日　（土） 講義　　　１日目　９：００～１６：３０

　　　　　　　１０ 月　２７日　（日） 講義・筆記試験・シュミレーター演習（９０分予定）

　９：００～１７：００

第２回　平成２６年２月実施予定

　実地研修：速やかに利用者宅等において実施。指導看護師所属の事業所等に委託する場合もあ

　　　　　　ります。

　申込方法：受講申込書（様式１）にご記入の上、事業所単位でＦＡＸにてお申し込

　　　　　　　み下さい。

ＦＡＸ　　０７５（４９４）００６６　　（受付時間　　月～金　　９：００～１７：００）

※　　ＦＡＸ送信後、必ずお電話で送信のご確認をお願い致します。　

２．　　会場

〒６０３－８４１５　　京都市北区市紫竹西大門町２９－１

特定非営利活動法人　　音希　

　　デイサービス　音希　　３F　会議室

アクセス：市バス　大宮交通公園前　下車　徒歩３分

３．　　定員

各回につき３０名程度（定員になり次第締め切らせて頂きます。）

４．　　研修教材

教材については、『平成２４年度喀痰吸引等指導者講習事業　喀痰吸引等研修テキスト第三号研修

（特定の者対象）の研修テキスト』をテキストとして用いる。

http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/kaigosyokuin/dl/text_all.pdf

５．　　　　習得程度審査方法

　基本は「社会福祉士及び介護福祉士法施行規則別表第三号研修の修得程度の審査方法について」

　　による。

（１） 筆記試験による知識の定着の確認

　　　①基本方針

平成２５年度　　特定非営利活動法人　　音希

喀痰吸引等第３号研修実施要項

http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/kaigosyokuin/dl/text_all.pdf


　　　　　　基本研修（講義）については、筆記試験により、研修受講者が喀痰吸引等を安全に実施

　　　　　するための知識を修得していることを確認する。

　　　②合否判定基準

　　　○総正解率が９割以上の者を合格とし、９割未満の者は、再度研修筆記試験を実施する。

（２） 評価による技能修得の確認

　　　①基本研修（演習）評価

　　　　　　研修受講者が、演習指導講師の指導の下、演習シュミレータ（吸引訓練モデル、経管栄

　　　　　養訓練モデル。心肺蘇生訓練用器材一式）、その他演習に必要な機器（吸引装置一式、経管

　　　　　栄養用具一式、処置台又はワゴン等）を用いて、シュミレータ演習及び現場演習を実施し、

　　　　　喀痰吸引等の提供を安全に行うための技術を修得していることを、演習指導講師が評価す

　　　　　る。

　　　②実地研修評価

　　　　　研修受講者が、実地研修指導講師の指導の下、実地研修協力者の協力に基づき実地研修

　　　　を実施し、喀痰吸引等の提供を安全に行うための知識及び技能を修得していることを、実

　　　　地研修指導講師が評価する。

　　評価に係るその他の留意事項

　　　　　　評価は、実際の喀痰吸引等の提供が安全管理体制の確保、医師・看護職員・介護職員等

　　　　　の連携確保や役割分担、医師の文章による指示等の条件の下で実施されることを念頭にお

　　　　　いた基本研修（演習）又は実地研修を実施した上で実施する。

（３） 評価判定

　　　　　基本研修（現場演習）及び実地研修の総合的な評価判定は、研修受講者毎に、技能修得の

　　　　判定を行う。

　　　　①基本研修（現場演習）評価判定

　　　　　　　当該研修受講者が、省令で定める修得すべきすべての行為ごとの演習を実施した上で、

　　　　　　「基本研修（演習）評価票」の全ての項目についての演習指導講師の評価結果が「基本研

　　　　　　習）評価基準」で示す手順どおりに実施できているとなった場合に、演習の修了を認める

　　　　　　こととする。

　　　　②実地研修評価判定

　　　　　　　当該研修受講者が修得すべきすべての行為ごとの実地研修を実施した上で、「実地研修評

　　　　　　価票」の全ての項目について実地研修指導講師の評価結果が、「実地研修評価基準」で示す

　　　　　　手順どおりに実施できているとなった場合において、研修修了の是非を判定し研修修了証明



　　　　　　書の交付を行う。

６．　　　受講上の注意事項

①遅刻・早退・欠席の取扱　…　認めない

②補講の実施  実施の有無             有　　　・　　　無

③受講の取消 　次に該当するものは、受講を取り消すことがあるものとする。

　　　○天災地変が生じた場合

　　　○事故等により公共交通機関が遮断された場合

　　　○その他、理事長が認めた場合

注）　上記事由により受講の取消しを行った場合、受講料は全額返却する。


